
 

京 都 大 学 教 員 の 任 期 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 

改     正     前 改     正     後 

 （前 略） 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
別表第１ 

部局名 
教育研究組織

の名称 

対象と

なる職 
任期 再任の可否 

備

考 

      

エネル

ギー理

工学研

究所 

エネルギー生

成研究部門 

エネルギー利

用過程研究部

門 

附属エネルギ

ー複合機構研

究センター 

教授 １０年 可  

准教授 ８年 

 ただし、

再任の場合

にあっては

７年 

可 

 ただし、

１回限り 

 

全研究部門 

附属エネルギ

ー複合機構研

究センター 

講師 ８年 

 ただし、

再任の場合

にあっては

７年 

可 

 ただし、

１回限り 

 

助教 ７年 

 ただし、

再任の場合

にあっては

２年 

可 

 ただし、

１回限り 

 

附属カーボン

ネガティブ・

エネルギー研

究センター 

教授 １０年 可  

      

別表第２ （略） 
別表第３ 

部局名 

教育研

究組織

の名称 

計画の 

名称 

対象と

なる職 
任期 

再任の

可否 

備

考 

       

大学院

農学研

究科 

大学院

農学研

究科 

農学研

究科若

手重点

    

 
   附 則（令和６年達示第６９号） 
１ この規程中大学院農学研究科に係る部分は、令和

６年１１月１日から、エネルギー理工学研究所に係

る部分は、令和７年１月１日から施行する。ただし、

エネルギー理工学研究所に係る部分は同日から施

行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて

配置換する者について適用する。 
２  改正後の別表第１の規定にかかわらず、この規

程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任

期を定めて雇用されているエネルギー理工学研究

所の教員が施行の日に配置換となった場合の任期

及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例

による。 

 
別表第１ 

部局名 
教育研究組織

の名称 

対象と

なる職 
任期 再任の可否 

備

考 

      

エネル

ギー理

工学研

究所 

エネルギー生

成研究部門 

エネルギー利

用過程研究部

門 

全附属研究施

設 

 

教授 １０年 可  

准教授 ８年 

 ただし、

再任の場合

にあっては

７年 

可 

 ただし、

１回限り 

 

全研究部門 

全附属研究施

設 

 

 

講師 ８年 

 ただし、

再任の場合

にあっては

７年 

可 

 ただし、

１回限り 

 

助教 ７年 

 ただし、

再任の場合

にあっては

２年 

可 

 ただし、

１回限り 

 

 

 

 

 

    

      

別表第２ （同 左） 
別表第３ 

部局名 

教育研

究組織

の名称 

計画の 

名称 

対象と

なる職 
任期 

再任の

可否 

備

考 

       

大学院

農学研

究科 

大学院

農学研

究科 

農学研

究科若

手重点

    

（略） （同 左） 

（略） 

（略） （同 左） 

（同 左） 

 
（略） 

 
（同 左） 



 

改     正     前 改     正     後 

別紙様式 （略） 

戦略プ

ロジェ

クト 

 応用生

物科学

専攻 

応用生

物科学

教育研

究プロ

ジェク

ト 

    

 森林科

学専攻

地域環

境科学

専攻 

生物生

産環境

学教育

研究プ

ロジェ

クト 

    

       

       

別紙様式 （同 左） 

戦略プ

ロジェ

クト 

 応用生

物科学

専攻 

応用生

物科学

教育研

究プロ

ジェク

ト 

    

 森林科

学専攻

地域環

境科学

専攻 

生物生

産環境

学教育

研究プ

ロジェ

クト 

    

 食品生

物科学

専攻 

食品生

物科学

教育研

究プロ

ジェク

ト 

准教授 

講師 

助教 

５年 

 ただし、再

任の場合にあ

っては２年 

可 

ただ

し、１

回限り 

 

       

 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 


